
 

- 1 - 

別添１ 

埼玉県老人福祉施設及び介護老人保健施設等の整備等に係る指導要綱  

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、老人福祉施設を経営する事業及び老人居宅生活支援事業

に係る社会福祉法人の設立並びに老人福祉施設の設置及び介護老人保健施設

等の開設に係る許認可等に関する事前審査手続について必要な事項を定め、

埼玉県高齢者支援計画（以下「県計画」という。）との整合を図るとともに、

適正な社会福祉法人の設立及び施設の整備を進めることにより、介護基盤の

円滑な整備を推進することを目的とする。  

 

（事業者の責務） 

第２条 県内の市町村（政令指定都市及び中核市を除く。以下同じ。）におい

て、老人福祉施設を経営する事業若しくは老人居宅生活支援事業に係る社会

福祉法人の設立又は特別養護老人ホーム（地域密着型を含む。）、養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院の創設、増

床、改築等次の表の第１欄に掲げる事業を行おうとする者（以下「事業者」

という。）は、県計画に沿って介護基盤の整備が図られるよう、この要綱に

定める手続きを遵守するものとする。  

注 ②には、既存施設の全部若しくは一部を特別養護老人ホームに転用する場合を含む。  

 

（事前審査） 

第３条 事業者は、別に定める期限までに第２条の表の第１欄に定める区分ご

とに第２欄に定める書類（以下「計画書等」という。）を事業計画地の市町

村を管轄する福祉事務所又は高齢者福祉課（以下「福祉事務所等」という。）

に提出し、当該計画書等の適否について事前審査を受けるものとする。  

２ 事業者は、事前審査を受けるに当たって、予め事業計画地の市町村と計画

内容について調整を行うものとする。 

 

 

 

１ 区分 ２ 提出書類 

①社会福祉法人の設立 社会福祉法人設立認可等協議書 

老人福祉施設設立計画書 

 

②特別養護老人ホームの創設・増床・改築等 

③養護老人ホームの創設・増床・改築等 

④軽費老人ホームの創設・増床・改築等 

⑤介護老人保健施設の創設 介護老人保健施設開設計画書 

⑥介護老人保健施設の増床・改修等 介護老人保健施設増床・改修計画書 

⑦介護医療院の創設 介護医療院開設計画書 

⑧介護医療院の増床・改修等 介護医療院増床・改修計画書 
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３ 福祉事務所長又は高齢者福祉課長（以下「所長等」という。）は、事業者

から提出された計画書等の内容もしくは添付書類が不十分である場合は、期限

を定めて補正を指導する。なお、期限までに補正されない場合には、所長等は、

審査を打ち切るものとする。  

４ 所長等は、事業者が虚偽の申請等をしたことが明らかになった場合には、

その時点で計画を認めないこととし、審査を打ち切るものとする。 

 

（審査委員会及び適否の決定）  

第４条 所長等は、第３条の規定に基づき事業者から提出された計画書等の適

否を審査するため、所長等を委員長とする社会福祉法人認可等審査委員会（以

下「福祉事務所等審査委員会」という。）を開催するものとする。  

２ 所長等は、審査に当たり、福祉事務所等審査委員会において、事業者から

計画書等に関する説明を求め、適否を決定するものとする。 

３ 所長等は、福祉事務所等審査委員会での審査を経て、不適当と認められた

もの以外について、埼玉県社会福祉法人認可等及び介護老人保健施設審査委

員会設置要綱（平成９年７月２８日制定）に基づき同要綱に定める委員会等

（以下「本庁審査委員会等」という。）の審査を経ることとされている事項

に関する計画書等については、さらに本庁審査委員会等の審査を経て適否を

決定するものとする。 

４ 所長等は、事前審査において計画書等の適否を決定したときは、その審査

結果を当該計画書等を提出した事業者に書面で通知するものとする。  

 

（市町村長の意見） 

第５条 次の表の第１欄に掲げる施設に係る第２欄に掲げる根拠に基づく市

町村又は市町村長の意見は、市町村介護保険事業計画（以下「市町村計画」

という。）との調整を図る観点から、福祉事務所等審査委員会における計画

書等の審査の際に、知事が事業計画地の市町村長に対し求めるものとする。  

 

２ 介護保険の保険者が一部事務組合である場合は、事業計画地の市町村長及

び一部事務組合管理者に対し、それぞれ意見を求めるものとする。  

 

 

 

 

１ 施設区分 ２ 意見を求める根拠 

特別養護老人ホーム 介護保険法第８６条第３項 

養護老人ホーム 介護保険法第７０条第６項 

軽費老人ホーム 介護保険法第７０条第６項 

介護老人保健施設 介護保険法第９４条第６項 

介護医療院 介護保険法第１０７条第６項 
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（事前審査と法令に基づく各種の手続）  

第６条 第２条の表第１欄に定める社会福祉法人の設立に関する認可並びに

老人福祉施設の設置及び介護老人保健施設、介護医療院の開設に関する許認

可等並びに施設整備に係る県費補助は、この要綱に定める事前審査において

適当と認めた計画書等について予算の範囲内で行うものとする。 

２ 事業者は、第２条の表第１欄に掲げる事業に関連し、農地転用等法令に基

づく各種の手続を行う場合は、計画書等を適当と認める通知を受けた後（補

助事業による場合には、補助内示を受けた後）に行うものとする。ただし、

農地転用等の法令を所管する機関から別途指示がある場合はこの限りでな

い。 

 

（計画書等の変更） 

第７条 事業者は、この要綱に定める事前審査において適当と認められた計画

書等の一部を変更しようとする場合（第９条に係るものは除く。）は、あら

かじめ計画書等の変更申出書を所管の福祉事務所等に提出し、所長等の承認

を受けなければならない。 

２ 所長等は、前項による変更の適否を決定したときは、その審査結果を書面

により事業者に通知するものとする。  

 

（計画書等の取下げ） 

第８条 事業者は、計画書等を取り下げようとするときは、計画書等の取下げ

申出書を所管の福祉事務所等に提出し、所長等の承認を受けなければならな

い。 

２ 所長等は、前項による取り下げを承認するときは、書面により事業者に通

知するものとする。 

 

（計画書等に係る決定の取消）  

第９条 所長等は、計画書等の事前審査において当該計画書等を適当と認めら

れた事業者に、次の各号に掲げる事情が生じたときは、書面により理由を付

して当該計画書等に係る事前審査の決定を取り消すことができる。  

一 第４条第４項の通知があった日の属する年度の翌年度末までに正当な理

由なく社会福祉法人の設立に関する認可申請書を提出しないとき又は施設

の建築工事に着手しないとき 

二 計画した施設の整備を計画期間内に正当な理由なく完了することができ

ないと認めるとき 

三 法人の設立代表者や理事長（予定者を含む。）等の主たる役員の変更、

定員変更及び整備予定地の変更などに伴い計画の同一性が保てないと認め

るとき 

四 事前審査において、他の計画より優れていると評価された事項の変更が

あったとき 

五 その他、計画を遂行することができないと認めるとき 
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２ 所長等は、前項の規定により計画書等に係る事前審査の決定を取り消そう

とするときは、あらかじめ、事業者に弁明の機会を付与するものとする。  

３ 前項の弁明は、事業者が所管の福祉事務所等に書面を提出して行うものと

する。ただし、書面の提出にあわせて福祉事務所等審査委員会において弁明

することを妨げない。 

 

（様式） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、提出書類等の様式その他必要な事項

は、別に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。  

 附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

 附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

 附 則 

 この要綱は、平成２４年４月２日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

 附 則 

 この要綱は、平成３０年７月３１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和２年５月７日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和３年５月１７日から施行する。  

 附 則 

 この要綱は、令和６年５月３０日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和７年６月５日から施行する。 

 


